
平成 25 年 12 月 17 日 
復  興  庁

文 部 科 学 省

厚 生 労 働 省

東北地方における医学部設置認可に関する

基本方針について

「好循環実現のための経済対策」（平成 25 年 12 月 5 日閣議決定）

において，東日本大震災の被災地の復旧・復興の施策の一つとして

位置付けられた「東北地方における復興のための医学部新設の特例

措置」については，別紙の「東北地方における医学部設置認可に関

する基本方針」を定め，三省庁の密接な連携の下，復興のための取

組として，地域医療への影響に配慮しつつ，着実に取り組むことと

する。
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東北地方における医学部設置認可に関する基本方針 

○目的

震災からの復興，今後の超高齢化と東北地方における医師不足，

原子力事故からの再生といった要請を踏まえつつ，将来の医師需

給や地域医療への影響も勘案し，東北地方に１校に限定して，一

定の条件を満たす場合に医学部新設について認可を行うことを可

能とする。

○進め方

 東北地方における新設の趣旨や留意点等の条件に適合した医学

部について認可を行うため，通常の設置認可手続きの前に，医学

部設置を希望する学校法人・地方公共団体等から，基本方針を踏

まえた医学部新設構想を受け付ける。有識者会議での検討を踏ま

え，基本方針で示した条件等に適合し，最も趣旨にかない，実現

可能性のある構想を一つ採択し，その医学部についてのみ，文部

科学大臣による設置認可審査の手続を進める。

 構想の審査に当たっては，以下の留意点等に関して，医療政策

の観点から厚生労働省，復興の観点から復興庁等の関係省庁及び

関係地方公共団体の意見を踏まえて決定する。

○留意点（必要な条件整備）

① 震災後の東北地方の地域医療ニーズに対応した教育等を行うこ

と
（例：総合診療や在宅医療，チーム医療等に関する教育，災害医療に関する教育，

放射線に係る住民の健康管理に関する教育等）

② 教員や医師，看護師の確保に際し引き抜き等で地域医療に支障

を来さないような方策を講じること（例：広く全国から公募を行うこと，

既存の大学や医療機関，地方公共団体等との提携により計画的な人材確保を行う

こと，特に人材が不足している地域や診療科の医師の採用には十分配慮すること

等）

③ 大学と地方公共団体が連携し，卒業生が東北地方に残り地域の

医師不足の解消に寄与する方策を講じること（例：地域枠奨学金や入

試枠を設定すること等）

④ 将来の医師需給等に対応して定員を調整する仕組みを講じるこ

と（例：既存の医学部の定員増と同様に，入学定員のうち一部を平成○年度まで

の臨時定員とすること等）

次ページ有り
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○教育上必要な基準等

附属病院の病床や診療科，医師数等について，現行の設置基準の

ほか，過去の基準や既存の附属病院の水準（別紙「参考」を参照）も参

酌しつつ，医学教育モデル・コア・カリキュラム等に定める教育目

標への到達に必要な教育環境を確保する。 
（過去の基準の例）附属病院は最低 600 床以上を有すること 等 

（既存の附属病院の水準の例）附属病院の医師数は同規模病院の約２倍 

ただし，復興という目的や設置時の地域医療への影響等に鑑み，

必要がある場合には，医学教育上必要な代替措置を講じることを条

件に，弾力的な扱いを行うことも個別に検討。 

○法令上の手当

基本方針に基づき，新設構想が採択された医学部に限って特例

として設置認可の対象とできるよう，文部科学省において関係省

令や告示等の規定の特例を措置する。 
＜関係省令・告示＞ 

「大学，大学院，短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準」（平成 15 年 3 月

31 日文部科学省告示第 45 号）（医学部設置を認可の対象としない旨を規定） 

「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則」（平成 18 年 3 月 31 日文

部科学省令第 12 号）（認可申請期間や申請書類等について規定） 等 

○その他

・東北地方以外での医学部新設については，これまでの定員増の効

果の検証や今後の医師需給と社会保障制度改革の状況等を踏ま

え，今後検討する。 

・なお，将来的な医学部定員の在り方については，これまでの定員

増の効果の検証や今後の医師需給と社会保障制度改革の状況等

を踏まえ，今後検討する。 

次ページ有り
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＜最短スケジュール例※＞ 既存大学に医学部を設置し H27 年４月開学を行う場合 

※構想公募の期限，認可申請及び開学時期は，大学，自治体

等の準備状況を踏まえて弾力的に対応 
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（参考） 

医学部・附属病院に関する基準等の例

 医学部の設置認可は約４０年に渡り行われておらず、その間に内規の廃止や

設置基準の大綱化等が行われている。

現在の大学設置基準以外に、東北地方における医学部新設を特例的に認める

に当たり、教育上必要な基準等の詳細や具体については、復興という特別な目

的や被災地の医療状況等も勘案し、設置認可審査までに文部科学省において検

討する予定。

現時点において、各大学・地方公共団体等において構想を検討する上での参

考情報として、過去の基準等及び現在の大学の水準の例を以下に示す。

 なお、各基準等については、医学部新設構想の申請時点において全て満たし

ていることを求めるものではないが、設置認可申請までに確保できる見込みが

あるかどうかという実現可能性は、新設構想の審査段階でも問われることにな

る。

１．現在の医学部設置基準及び過去の規程に定めのあるもの 

○附属病院の設置（大学設置基準第３９条第１項）

医学部を置く大学は、教育研究に必要な施設として、附属病院を置かなけれ

ばならない。

○医学部の必要専任教員数（大学設置基準第１３条、別表第１のロ）

○医学部及び附属病院の面積（大学設置基準第３７条の２、別表３のロ）

○附属病院の病床数（医学部設置審査基準要綱（平成３年廃止））

専任教員

数 

校舎面積(㎡) 

附属病院面積

（㎡） 

(附属病院 

病床数) 

収容定員 360 人まで 
（入学定員 60 人まで） 

130 人 
12,650 

28,050 
(600) 

収容定員 480 人まで 
（入学定員 61～80 人まで） 

140 人 
14,300 

31,100 
(700※) 

収容定員 600 人まで 
（入学定員81～100人まで） 

140 人 
16,750 

33,100 
(800※) 

収容定員 720 人まで 
（入学定員 101～120人まで） 

140 人 
18,250 

35,100 
(900※) 

※専任教員数のうち、教授・准教授・講師の人数は 60 人以上、うち 30 人以

上は教授とする。（大学設置基準別表第１のロ備考第１号）

※600 床を超える部分については、附属病院の他に、関連教育病院の教育に

使用される病床をもって充てることができる。（医学部設置審査基準要綱） 
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○校地の面積

収容定員上の学生一人当たり１０㎡として算定した面積に附属病

院建築面積を加えた面積が必要。（大学設置基準第 37 条第１項）

○附属病院における専任教員数

上の表に掲げる人数のほか、附属病院における教育、研究、診療

に従事する相当数の専任教員を置く。（大学設置基準別表第１のロ備考

第３号）

※「相当数」について具体的に何人でなければならないという決まりはない

が、実態としては、各大学附属病院は、同規模の病床数を持つ病院に比べ

約２倍以上の人数の医師を擁している。

○附属病院に必要な診療科

内科、精神科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、眼

科、耳鼻咽頭科、産科婦人科、放射線科、麻酔科（部）
※医学部に臨床系の講座として置かなければならないものとして規定されて

いたもの 
（医学部設置審査基準要綱（平成３年廃止））

○関連教育病院の具備条件等
附属病院に加えて臨床実習に活用する関連教育病院について必要とされてい

た条件は概ね以下の通り。

①卒前の臨床実習のうち総実習時間の１／３程度までを関連教育病院に委ね

うる

②実働一般病床 300 床以上、内科、外科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽

頭科、皮膚科、泌尿器科、整形外科、精神科、放射線科及び麻酔科（部門）

及び救急部門を置くこと

③各科２人以上の指導医を有すること。指導医は、１０年以上の臨床経験を

有し、相応の研究業績があり、教育上の能力があると認められる者である

こと

④連携する大学との距離は大学との間を１時間以内に移動できる距離にある

ものとすること
（「関連教育病院について」第一次報告（昭和４８年３月関連教育病院調査研究会））

上記のほか、大学全体として、学校教育法、学校教育法施行規則、

大学設置基準、その他の法令に適合することが必要である。
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２．医学教育・医療の進歩に対応した内容（例） 

大学設置基準等には規定されていないが、過去の医学部設置時か

らの医学教育、医療の進歩により以下のように事実上標準となっ

ているものがある。

・医学教育モデル・コア・カリキュラム（H13 策定、全大学導入） 
学生が卒業時までに身につける内容が明確化されている。この到達目標の

ために必要な教育体制（教員等）をそろえることが必要になっている。

・臨床実習の充実

病院での実習は、以前は見学が中心であったが、現在は全ての医学部で学

生が診療に参加する診療参加型臨床実習を行い、その充実を図っている。

臨床実習を行うためには，必要不可欠な知識・技能・態度が備わっている

かについて、事前に学生の評価を行う「共用試験」を実施、全医学部がこ

れに参加している。

・附属病院の中央診療部門等の充実

現在の病院では、各診療科の他に、感染制御部、医療安全部、医療情報部、

リハビリテーション部等の機能が教育上重要なものとなっている。

（参考資料）

以下を始めとする参考資料等については後日文部科学省ホームペ

ージに掲示する予定。

・大学設置基準（昭和３１年１０月２２日文部省令第２８号）

・医学部設置審査基準要綱（昭和４３年９月１９日大学設置医学

専門委員会）（平成３年に廃止）

・「関連教育病院について」第一次報告（昭和４８年３月関連教育

病院調査研究会）
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